
地方独立行政法人長野市民病院の第３期中期目標期間終了時の検討について 

 

 

地方独立行政法人法第30条第１項の規定に基づく地方独立行政法人長野市民病院の

第３期中期目標期間の終了時における検討について、同条第２項の規定に基づき、地方

独立行政法人長野市民病院評価委員会の意見を徴した結果、下記のとおりとする。 

令和７年10月31日   

長野市長 荻原 健司   

 

記 

 

１ 業務の継続又は組織の存続の必要性 

地方独立行政法人長野市民病院（以下「法人」という。）は、地域の中核病院とし

て、他医療機関等との機能分担と連携強化を図りながら、「救急医療」、「がん診療」、

「脳、心臓、血管診療」をはじめとする高度急性期医療の一層の充実に努めるとと

もに、訪問看護や地域包括ケア病棟の活用など在宅医療の支援にも積極的に取り組

んできた。 

   急速に進む少子高齢化による医療需要の変化が見込まれるほか、人件費の上昇、

物価の高騰など病院経営を取り巻く状況は厳しい中ではあるが、大規模自然災害や

新興・再興感染症の発生時の対応を含め、市民病院として求められる役割や市民ニ

ーズを適切に捉えながら、良質な医療を将来にわたって持続的に提供していくため、

引き続き法人において業務を継続することが必要である。 

 

２  業務及び組織全般の検討 

   第４期中期目標の策定に関する検討をもって、業務及び組織全般の検討とする。 

 

３  所要の措置 

   第４期中期目標を法人に指示することをもって、所要の措置とする。 

 


